
１
‐
は
じ
め
に

２
‐
事
例
紹
介

３
｜
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
危
機
管
理
に
つ
い

　
　
て
の
考
察
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１
一
は
じ
め
に

　
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
か
ら
本
市
に
寄
贈
さ
れ
た
ビ
デ

オ
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
ビ
デ
オ
で
は
、
同

市
が
ノ
ー
ス
リ
ッ
ジ
地
震
に
際
し
て
有
効
・
適
切
に

救
援
活
動
を
行
い
迅
速
な
復
興
を
し
た
様
子
が
紹
介

さ
れ
お
り
、
同
市
の
活
動
が
有
効
に
機
能
し
た
の
は

日
頃
か
ら
大
災
害
に
「
備
え
」
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、

と
力
説
し
て
い
た
。

　
当
時
在
職
し
て
い
た
区
役
所
で
は
、
平
成
八
年
度

に
「
区
別
防
災
計
画
」
を
策
定
す
る
こ
と
が
重
要
課

題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
私
は
、
ア
メ
リ
カ
の
自

治
体
に
お
け
る
危
機
管
理
に
つ
い
て
地
震
対
策
を
中

心
に
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
「
区
別

防
災
計
画
」
の
策
定
に
生
か
し
、
こ
の
計
画
を
有
効

に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
て
た
い
と
考
え
、
平
成

八
年
度
海
外
派
遣
研
修
に
研
修
計
画
書
を
提
出
し
た

の
で
あ
る
。

　
訪
問
先
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
を
中
心
に
、
市
役

所
、
警
察
署
、
消
防
署
、
赤
十
字
、
学
校
な
ど
で
、

研
修
期
間
の
最
後
に
は
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．
Ｃ
．
に

あ
る
連
邦
危
機
管
理
庁
を
訪
問
し
、
自
治
体
の
危
機

管
理
体
制
に
つ
い
て
、
多
く
の
方
々
か
ら
貴
重
な
情

報
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
ま
た
、
研
修
期
間
の
半
分
を
、
ゴ
ル
フ
の
タ
イ
ガ
ー

ウ
ッ
ズ
の
出
身
地
と
し
て
一
躍
有
名
に
な
っ
た
ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
郊
外
の
サ
イ
プ
レ
ス
市
で
の
ホ
ー
ム
ス
テ

イ
と
い
う
形
で
過
ご
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ご
く
普
通

の
ア
メ
リ
カ
市
民
の
生
活
を
体
験
す
る
と
い
う
貴
重

な
経
験
が
で
き
た
こ
と
は
、
今
回
の
研
修
に
お
い
て
、

本
来
の
目
的
に
加
え
て
、
私
が
得
た
大
き
な
成
果
に

な
っ
た
。

２
一
事
例
紹
介

　
こ
こ
で
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
を
実
際
に
訪
問
し

て
見
聞
し
た
こ
と
の
ほ
か
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の

地
方
都
市
の
状
況
、
赤
十
字
、
連
邦
危
機
管
理
庁
の

状
況
を
紹
介
す
る
。

①
－
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
建
築
安
全
局

　
た
ま
た
ま
出
張
日
程
が
重
な
っ
た
た
め
、
総
務
局

災
害
対
策
室
の
阿
部
課
長
、
本
間
係
長
と
現
地
で
会

う
こ
と
を
計
画
し
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
役
所
の
訪
問

に
同
行
し
た
。

　
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
建
築
安
全
局
の
Ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｕ
ｒ
　
Ｊ
.

Ｊ
ｏ
ｈ
ｎ
ｓ
ｏ
ｎ
’
　
Ｊ
ｒ
.
局
長
は
、
平
成
七
年
の
日
米
市
長
会

議
の
際
に
横
浜
に
来
ら
れ
、
貴
重
な
地
震
対
策
の
資

料
を
提
供
さ
れ
た
方
で
あ
る
。

ア
地
震
の
際
の
対
応
状
況
に
つ
い
て

　
災
害
時
に
は
す
ぐ
に
関
係
者
が
集
ま
り
、
復
興
を

促
す
た
め
に
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
た
。

　
住
居
に
対
し
て
は
連
邦
政
府
か
ら
有
利
な
条
件
で

融
資
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
商
業
ビ
ル
で
は
補

強
の
程
度
を
強
化
す
れ
ば
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
金
融

機
関
か
ら
有
利
な
条
件
で
融
資
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
し
た
。

　
緊
急
時
に
は
縄
張
り
意
識
を
す
て
、
組
織
を
あ
げ

て
緊
急
対
応
と
復
興
の
た
め
に
協
力
す
る
態
勢
が
と

れ
る
。
職
員
が
自
由
に
考
え
を
出
し
て
い
ぐ
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

イ
緊
急
時
の
対
応
と
復
興
の
プ
ラ
ン
に
つ
い
て

　
緊
急
時
の
対
応
と
復
興
の
た
め
の
プ
ラ
ン
は
前
か

ら
あ
っ
た
が
、
ノ
ー
ス
リ
ッ
ジ
地
震
の
あ
と
、
様
々

な
不
備
が
あ
る
こ
と
を
学
び
、
全
面
的
に
改
定
し
昨

年
十
月
に
で
き
あ
が
っ
た
。

　
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
災
害
に
応
じ
た
プ
ラ
ン
を

作
り
、
市
全
体
、
各
部
局
ご
と
に
プ
ラ
ン
が
あ
り
、

使
命
と
ゴ
ー
ル
（
目
標
）
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

②
－
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
危
機
管
理
室

　
緊
急
時
の
本
部
と
な
る
危
機
管
理
室
（
Ｅ
Ｏ
Ｃ
＝

E
m
e
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
０
ｐ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｃ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
）
は
、
束
庁
舎
（
新

庁
舎
）
の
地
下
四
階
に
あ
り
、
核
シ
ェ
ル
タ
ー
な
み

の
厳
重
さ
で
管
理
さ
れ
て
い
る
。
入
り
口
に
は
二
十

四
時
間
警
備
員
が
立
ち
、
厳
し
い
Ｉ
Ｄ
チ
ェ
ッ
ク
が

な
さ
れ
、
あ
ら
か
じ
め
許
可
さ
れ
た
者
と
特
別
な
場

合
以
外
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
①

■
米
国
に
お
け
る
危
機
管
理
に
つ
い
て

地
震
対
策
を
中
心
に

葛
西
光
春



一 一 一

ア
組
織
に
つ
い
て

　
一
九
八
〇
年
に
十
二
人
の
局
長
か
ら
な
る
危
機
管

理
委
員
会
（
E
O
B
＝
Ｅ
ｍ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
　
　
Ｏ
ｐ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｂ
ｏ
ｕ
ｒ
ｄ
）
と
い
う
組
織
を
つ
く
り
、
危
機
管
理
の
た

め
の
政
策
を
つ
く
り
、
市
長
に
報
告
す
る
仕
組
み
を

つ
く
っ
た
。

　
こ
の
危
機
管
理
委
員
会
（
Ｅ
ｏ
Ｂ
）
と
危
機
管
理

室
（
Ｅ
Ｏ
Ｃ
　
=
　
Ｅ
ｍ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
　
Ｏ
ｐ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｃ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
）
を

中
心
に
、
市
長
を
長
と
す
る
危
機
管
理
組
織
（
E
O
O

＝
Ｅ
ｍ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
　
Ｏ
ｐ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
Ｏ
ｒ
ｇ
ａ
ｎ
ｉ
ｚ
-
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
n
）
を

確
立
し
た
。
こ
の
組
織
が
有
効
に
機
能
し
て
、
ノ
ー

ス
リ
ッ
ジ
地
震
に
際
し
て
も
最
小
の
被
害
と
驚
く
べ

き
短
時
間
で
の
復
興
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　
さ
ら
に
、
ノ
ー
ス
リ
ッ
ジ
地
震
の
教
訓
を
う
け
、

一
九
九
六
年
七
月
に
危
機
準
備
部
　
（
Ｅ
Ｐ
Ｄ
　
=

Ｅ
ｍ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｐ
ａ
ｒ
ｅ
ｄ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
　
D
i
v
i
s
i
o
n
）
を
つ

く
っ
た
。
E
P
D
は
、
実
働
部
隊
と
い
う
よ
り
も
危
機

管
理
委
員
会
や
各
部
門
及
び
市
民
に
対
す
る
イ
ン

フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
サ
ポ
ー
ト
の
た
め
の
組
織
で
、

ス
タ
ッ
フ
は
十
四
人
で
あ
る
。

イ
発
災
時
の
対
応
に
つ
い
て

　
被
害
情
報
の
収
集
に
は
最
も
力
を
入
れ
て
い
る
。

緊
急
電
話
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
っ
て
、

被
害
情
報
を
危
機
管
理
室
（
E
O
C
）
に
集
積
す
る

シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
い
る
。

　
危
機
管
理
室
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
緊
急
電
話
は
、

あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
担
当
ご
と
に
割
り
振
ら
れ

て
い
る
。

　
《
担
当
の
例
》

Ｌ
ｉ
ａ
ｉ
ｓ
ｏ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

市
の
各
部
局
、
市
外
部
の
機
関
と
の
連
絡

Ｉ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
m
a
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
＆
　
Ｐ
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
　
Ａ
ｆ
ｆ
ａ
ｉ
ｒ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

渉
外
そ
の
他
公
共
事
務
部
門

０
ｐ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

運
用
部
門

Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
　
＆
　
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ

計
画
及
び
情
報
部
門

Ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
ｓ

輸
送
及
び
補
給

Ｆ
ｉ
ｎ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
／
Ａ
ｄ
ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

財
政
及
び
行
政

　
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
が
ノ
ー
ス
リ
ッ
ジ
地
震
を
体
験

し
て
教
訓
と
し
て
得
た
こ
と
は
、
復
旧
と
再
建
を
早

く
行
う
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
改
め
て
再

認
識
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

③
－
ワ
ト
ソ
ン
ビ
ル
市

　
ワ
ト
ソ
ン
ビ
ル
市
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
近

い
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
郡
に
あ

り
、
人
口
約
三
万
六
千
人
、
面
積
約
六
十
五
平
方
マ

イ
ル
の
小
さ
な
町
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
た

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
か
ら
は
約
六
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ

て
い
る
が
、
今
回
の
研
修
の
主
目
的
の
ひ
と
つ
と
し

て
訪
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
地
方
自
治
体
の
た
め
の
震
災
復
旧
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

（
平
成
八
年
三
月
　
横
浜
市
企
画
局
調
査
課
）
に
ワ

ト
ソ
ン
ビ
ル
市
の
事
例
が
多
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

特
に
特
徴
的
な
同
市
の
「
地
域
密
着
災
害
対
策
計
画
」

の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
た
め
、
計
画
の
内
容
と

こ
の
計
画
が
作
ら
れ
た
背
景
を
調
べ
た
い
と
考
え
た

こ
と
が
訪
問
の
理
由
で
あ
る
。

ア
ロ
マ
プ
リ
ー
タ
地
震
の
被
害
に
つ
い
て

　
ワ
ト
ソ
ン
ビ
ル
市
は
、
一
九
八
九
年
十
月
の
ロ
マ

プ
リ
ー
タ
地
震
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
こ
の
地

震
の
規
模
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
や
ノ
ー
ス
リ
ッ

ジ
地
震
に
匹
敵
す
る
が
、
市
内
の
被
害
は
中
心
街
の

自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
①
・
米
国
に
お
け
る
危
機
管
理
に
つ
い
て

建
築
物
の
半
分
、
住
民
の
一
〇
％
が
被
災
し
、
被
災

者
は
ト
レ
ー
ラ
ー
ハ
ウ
ス
や
避
難
所
で
避
難
生
活
を

送
っ
た
。

　
ア
メ
リ
カ
の
都
市
の
特
徴
と
し
て
、
道
路
は
広
く

住
宅
も
間
隔
を
十
分
に
と
っ
て
い
る
の
で
、
火
災
は

起
き
た
が
燃
え
広
が
る
こ
と
は
な
く
、
地
震
の
規
模

の
割
に
は
被
害
は
大
き
く
は
な
か
っ
た
。

　
地
震
後
三
～
四
年
で
住
宅
は
復
旧
し
た
が
、
資
金

の
調
達
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
企
業
、
商
店
等
の
復

旧
が
遅
れ
て
お
り
、
町
の
中
心
街
で
は
ま
だ
修
復
の

終
わ
っ
て
い
な
い
ビ
ル
や
駐
車
場
に
な
っ
て
い
る
空

き
地
が
目
立
つ
。

　
全
体
の
復
旧
率
は
七
〇
％
ぐ
ら
い
で
、
完
全
復
旧

ま
で
は
あ
と
八
～
十
五
年
は
か
か
る
と
だ
ろ
う
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

④
地
震
後
の
復
興
に
つ
い
て

　
地
震
後
の
復
興
に
あ
た
っ
て
、
最
も
力
を
入
れ
た

の
は
建
築
物
の
補
強
で
あ
る
。
ワ
ト
ソ
ン
ビ
ル
市
で

・ワトソンビル市の市長（中央）らと筆者（右）
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は
数
々
の
施
策
を
立
て
、
住
宅
の
質
の
向
上
を
図
っ

た
。
建
築
申
請
や
助
成
金
の
申
請
に
対
し
て
、
迅
速

に
審
査
や
支
出
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
再
開
発
基
金
、

赤
十
字
基
金
な
ど
の
資
金
源
も
利
用
で
き
る
よ
う
に

し
た
。

ウ
地
域
密
着
災
害
対
策
計
画
に
つ
い
て

　
ワ
ト
ソ
ン
ビ
ル
市
で
は
、
こ
の
地
震
の
教
訓
を
も

と
に
問
題
点
を
分
析
し
て
、
自
治
体
と
住
民
、
関
係

組
織
が
協
力
し
合
う
こ
と
の
重
要
性
を
再
認
識
し
、

地
震
後
三
年
を
費
や
し
て
「
地
域
密
着
災
害
対
策
計

画
（
o
o
m
m
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｙ
　
Ｂ
ａ
ｓ
ｅ
ｄ
　
Ｄ
ｉ
ｓ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
）
」
を

作
り
上
げ
た
。

　
こ
の
計
画
で
は
、
災
害
対
策
の
基
礎
と
し
て
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
こ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
災
害
か
ら
守
る
た
め
の
政
府
、
非
政

府
の
組
織
が
有
機
的
に
連
携
を
と
っ
て
活
動
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
る
。

　
そ
の
一
例
と
し
て
、
市
の
災
害
対
策
組
織
と
他
の

組
織
（
近
隣
災
害
対
策
組
織
、
病
院
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
、
救
世
軍
、
福
祉
団
体
な
ど
）
を
、
規

模
は
違
っ
て
も
同
一
の
組
織
で
同
一
の
用
語
を
使
う

よ
う
に
し
、
組
織
同
士
の
連
絡
が
円
滑
に
と
れ
る
よ

う
に
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
計
画
を
作
っ
た
あ
と
も
災
害
は
あ
り
、
一
九

九
五
年
の
三
月
に
は
町
の
半
分
が
浸
水
す
る
よ
う
な

大
洪
水
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
計
画
に
よ
っ
て
、
ワ
ト

ソ
シ
ビ
ル
市
は
他
の
ど
こ
よ
り
も
住
民
と
関
係
組
織

と
の
組
織
化
が
で
き
て
お
り
、
災
害
対
策
活
動
が
有

効
に
機
能
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
計
画
は
十
章
、
百
三
ペ
ー
ジ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。
序
文
と
目
次
（
訳
文
）
を
次
に
掲
げ
る
。

《
地
域
密
接
災
害
対
策
計
画
》
序
文

　
一
九
八
九
年
十
月
十
七
日
、
ワ
ト
ソ
ン
ビ
ル
市
の

ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
は
、
混
乱
と
破
壊
の
中
に
あ
っ
た
。

医
療
従
事
者
た
ち
は
、
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
の
プ
ラ
ザ
で
、

負
傷
者
の
世
話
の
た
め
に
走
り
回
っ
て
い
た
。

　
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
は
混
乱
し
て
い
た
。
レ
ン
ガ

や
割
れ
た
ガ
ラ
ス
、
石
な
ど
が
道
路
に
散
乱
し
て
い

た
。
消
防
車
は
、
五
ヵ
所
で
立
ち
の
ぼ
る
煙
の
方
に

向
か
っ
て
い
た
。

　
五
十
一
歳
の
エ
リ
デ
ィ
ア
・
オ
ル
テ
ガ
は
、
イ
ー

ス
ト
ー
ビ
ー
チ
通
り
と
ブ
レ
ナ
ン
通
り
の
角
で
、
落

ち
て
き
た
ビ
ル
の
破
片
に
あ
た
り
、
ロ
マ
プ
リ
ー
タ

地
震
で
の
六
十
二
人
の
犠
牲
者
の
一
人
と
な
っ
た
。

　
ロ
マ
プ
リ
ー
タ
地
震
の
経
験
に
よ
っ
て
、
災
害
対

策
関
係
機
関
と
地
域
団
体
と
の
連
携
が
い
か
に
重
要

で
あ
る
か
を
学
ん
だ
。
災
害
後
、
有
効
な
回
復
を
行

う
た
め
に
は
、
小
さ
な
争
い
は
か
げ
を
ひ
そ
め
た
。

地
震
後
の
、
市
当
局
と
公
益
的
機
関
の
連
携
は
模
範

的
な
も
の
で
あ
り
、
近
所
の
人
と
話
を
し
た
こ
と
の

な
い
住
民
も
食
料
や
毛
布
を
供
出
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
大
局
的
に
み
れ
ば
、
災
害
対
応
シ
ス
テ
ム
は
、

適
切
な
評
価
と
事
態
の
管
理
に
失
敗
し
た
と
い
え
る
。

地
震
で
立
ち
の
ぼ
っ
た
塵
や
煙
が
お
さ
ま
っ
た
頃
、

ロ
マ
プ
リ
ー
タ
地
震
は
国
家
災
害
で
あ
る
こ
と
が
宣

言
さ
れ
た
。

　
こ
の
計
画
は
、
大
災
害
に
際
し
て
の
地
域
の
災
害

対
策
組
織
と
公
共
機
関
の
役
割
を
、
被
害
か
ら
立
ち

直
る
た
め
の
努
力
を
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
同
一
化

し
て
い
る
。
医
療
機
関
と
対
策
本
部
と
の
災
害
対
策

に
つ
い
て
の
協
定
は
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
計
画
の
実

行
を
と
お
し
て
、
災
害
対
応
の
ニ
ー
ズ
が
適
切
に
評

価
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
ニ
ー
ズ
に
地
域
の
災
害
対
策
組

織
が
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
災
害
時
に
は
、
刻
々
と
変
化
す
る
状
況
に
対
し
て
、

効
果
的
な
決
定
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
付
帯

指
令
シ
ス
テ
ム
（
Ｉ
ｎ
ｃ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
e
m
）

と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
使
え
る
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
は
、

ど
の
よ
う
な
災
害
の
状
況
で
あ
っ
て
も
機
能
で
き
る

管
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
す
べ

て
の
災
害
対
策
組
織
の
構
成
員
が
、
連
絡
し
調
整
す

る
に
あ
た
っ
て
、
同
じ
用
語
と
同
じ
組
織
で
行
っ
て

い
く
こ
と
を
決
め
て
い
る
。
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④
Ｉ
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
オ
レ
ン
ジ
郡
支
部
（
カ
リ

　
　
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
タ
ー
ア
ナ
市
）

　
災
害
時
の
対
応
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
政
府
・

自
治
体
の
ほ
か
に
赤
十
字
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
。
赤
十
字
の
活
動
費
の
大
半
は
篤
志
家
の
寄
付

に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
連
邦
政
府
（
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
＝

Ｆ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ
　
Ｅ
ｍ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
　
Ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ａ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
）
の

対
応
が
決
定
し
て
そ
の
援
助
活
動
が
開
始
さ
れ
る
ま

で
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
の
初
動
的
な
活
動
を
期
待
さ

れ
て
い
る
。

ア
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
オ
レ
ン
ジ
郡
支
部
の
概
要

　
オ
レ
ン
ジ
郡
に
あ
る
三
十
一
の
市
、
人
口
約
三
百

三
十
万
人
を
受
け
持
っ
て
い
る
。

　
職
員
は
四
十
五
人
で
あ
る
が
、
他
の
活
動
は
す
べ

て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
、
現
在
登
録
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
は
約
三
千
二
百
人
お
り
、
災
害
時
の
役
割
を
細
か

く
決
め
て
い
る
。

　
年
間
予
算
は
約
三
百
七
十
万
ド
ル
（
約
四
億
円
）

で
あ
る
が
、
大
部
分
は
寄
付
で
ま
か
な
っ
て
い
る
。

イ
災
害
対
策
本
部
に
つ
い
て

　
会
議
室
は
災
害
時
の
本
部
と
な
る
た
め
、
あ
ら
か

じ
め
決
め
ら
れ
た
　
マ
ス
・
ケ
ア
（
医
療
の
提
供
）
、

ガ
バ
メ
ン
ト
・
リ
ェ
ソ
ン
（
政
府
や
市
当
局
と
の
連

絡
）
、
ダ
メ
ー
ジ
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
災
害
状
況
の

把
握
）
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
（
家
族
の
安
否

確
認
や
生
活
の
世
話
）
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
オ
ー
ガ

ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
他
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
組
織
と
の
連
絡
）
な
ど
と
い
っ
た
役
割
ご
と
の
サ

イ
ン
を
天
井
か
ら
下
げ
担
当
者
の
席
を
明
示
し
、
電

話
の
ジ
ャ
ッ
ク
も
用
意
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
規
模
は
小
さ
い
が
ロ
サ
ン

ゼ
ル
ス
市
の
危
機
管
理
室
の
考
え
方
と
ま
っ
た
く
同

じ
で
あ
っ
た
。

ウ
物
資
の
運
搬
に
つ
い
て

　
災
害
時
の
物
資
運
搬
用
の
ト
レ
ー
ラ
ー
を
十
五
台

持
ち
、
郡
内
五
ヵ
所
に
分
散
し
て
配
置
し
て
い
る
。

こ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
に
は
簡
易
ベ
ッ
ド
、
毛
布
、
医
薬

品
な
ど
を
積
ま
れ
て
お
り
災
害
時
に
は
機
動
的
な
対

応
が
で
き
る
。

エ
危
機
管
理
の
例

　
各
部
門
の
責
任
者
は
、
い
つ
で
も
緊
急
事
態
に
対

応
で
き
る
よ
う
に
次
の
物
品
の
入
っ
た
ア
タ
ッ
シ
ュ

ケ
ー
ス
を
常
に
携
帯
し
て
い
る
。

　
《
携
帯
物
品
》

　
無
線
機
、
携
帯
電
話
機
、
そ
れ
ぞ
れ
の
予
備
バ
ッ

テ
リ
ー
、
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
食
料
の
入
手
先

等
の
連
絡
先
の
わ
か
る
D
u
t
y
〇
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｏ
ｏ
k
」
、

緊
急
車
両
と
し
て
の
許
可
標
識
。
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド

②
Ｚ
ｅ
ｉ
ｇ
ｈ
ｂ
ｏ
ｒ
ｈ
ｏ
ｏ
ｄ
E
m
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
n
ｃ
ｙ
　
Ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｓ
ｅ

Ｔ
ｅ
ａ
m
　
（
近
隣
災
害
対
策
組
織
）
に
つ
い
て

　
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
、
七
十
二
時
間
は

住
民
同
士
の
助
け
合
い
で
持
ち
こ
た
え
ら
れ
る
よ

う
、
こ
の
組
織
の
設
立
を
政
府
・
自
治
体
が
奨
励
し

て
い
る
。

　
赤
十
字
で
は
、
こ
の
組
織
に
対
し
て
も
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
お
り
、
現
在
フ
ァ
ー
ス
ト
エ
イ

ト
、
救
急
救
命
な
ど
の
教
育
を
受
け
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
千
三
百
人
い
る
。

⑤
―
連
邦
危
機
管
理
庁
（
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．
Ｃ
．
）

　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
対
応
で
、
日
本
の
危
機
管

理
の
不
備
が
指
摘
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
危
機
管

理
庁
　
（
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
＝
F
　
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ａ
ｉ
　
　
　
E
m
e
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ

Ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ａ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
）
の
迅
速
な
対
応
と
比
較

さ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

　
今
回
の
研
修
の
総
ま
と
め
的
な
意
味
で
、
ワ
シ
ン

自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
①
・
米
国
に
お
け
る
危
機
管
理
に
つ
い
て

ト
ン
の
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
本
部
を
訪
問
し
、
設
立
の
経
過
と

活
動
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

の
連
邦
危
機
管
理
庁
（
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
＝
Ｆ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ

E
m
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
　
Ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｇ
ｅ
m
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ａ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
）
に
つ
い
て

　
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
は
、
米
国
内
に
お
け
る
大
規
模
災
害
等

の
緊
急
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
連
邦
政
府
の
中
心

的
機
関
で
、
大
規
模
災
害
等
に
対
し
て
国
家
規
模
で

対
応
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
機
関
で
あ
る
。

　
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
の
使
命
は
、
危
険
緩
和
（
災
害
予
防
）
、

災
害
対
応
及
び
復
旧
に
関
す
る
包
括
的
な
危
機
管
理

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
危
機
に

よ
る
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
の
損
失
を
軽
減
す

る
た
め
、
国
家
レ
ベ
ル
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
支
援

を
提
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
使
命
を
遂
行
す
る
た
め
、
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
の
政
策

的
優
先
課
題
と
し
て
次
の
五
項
目
を
あ
げ
て
い
る
。

・
地
方
及
び
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
間
で
危
機
管
理

に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
す
る
こ
と
。

・
包
括
的
な
国
家
危
機
管
理
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る

こ
と
。

・
危
険
緩
和
（
予
防
）
に
重
点
を
置
く
こ
と
。

・
迅
速
か
つ
効
率
的
な
災
害
対
応
を
行
う
こ
と
。

・
州
及
び
地
方
に
お
け
る
危
機
管
理
体
制
を
強
化
す

る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
。

　
ま
た
、
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
は
災
害
救
済
基
金
を
管
理
し
て

お
り
、
こ
の
基
金
を
利
用
し
て
、
災
害
か
ら
の
復
旧

に
対
す
る
財
政
的
支
援
を
行
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
は
実
働
部
隊
と
し
て
の

役
割
よ
り
も
企
画
調
整
官
庁
と
し
て
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。

イ
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
の
組
織

　
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
の
組
織
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
本
部
と
全

米
十
か
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
地
域
事
務
所
か
ら
な
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り
、
職
員
数
は
約
二
千
五
百
名
で
あ
る
。

　
本
部
の
組
織
に
は
、
危
険
緩
和
局
、
準
備
・
養
成
・

訓
練
局
、
対
応
・
復
旧
局
、
連
邦
保
険
局
、
連
邦
消

防
局
、
活
動
支
援
局
、
情
報
技
術
サ
ー
ビ
ス
局
の
七

つ
の
局
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

ウ
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
の
災
害
対
応

　
災
害
へ
の
第
一
次
対
応
は
地
方
政
府
が
行
う
が
、

災
害
の
規
模
及
び
被
害
状
況
が
地
方
及
び
州
政
府
の

対
応
能
力
を
超
え
る
よ
う
な
場
合
は
、
大
統
領
の
大

規
模
災
害
言
言
又
は
緊
急
事
態
宣
言
を
受
け
て
、
Ｆ

Ｅ
Ｍ
Ａ
が
支
援
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
連
邦
政
府
の
対
策
を
必
要
と
す
る
、
又
は
必
要
と

す
る
可
能
性
の
あ
る
事
態
が
発
生
す
る
と
、
被
災
地

域
を
管
轄
す
る
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
地
域
事
務
所
長
は
、
事
務

所
内
に
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、
被
害
状
況

と
人
員
・
物
資
の
必
要
性
を
調
査
す
る
た
め
、
被
災

地
に
緊
急
対
応
チ
ー
ム
先
遣
隊
を
派
遣
す
る
。

■ロサンゼルス市庁舎の危機管理室(EOC）

　
こ
の
チ
ー
ム
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
を
は
じ
め
、
政
府
の

緊
急
支
援
機
能
を
担
う
機
関
の
代
表
で
構
成
さ
れ
、

必
要
な
対
応
活
動
を
評
価
し
、
災
害
現
地
事
務
所
の

設
立
準
備
を
行
う
。

　
大
統
領
宣
言
の
後
、
現
地
の
総
指
揮
官
で
あ
る
連

邦
調
整
担
当
官
が
任
命
さ
れ
る
と
、
先
遣
隊
は
緊
急

対
応
チ
ー
ム
に
昇
格
し
、
災
害
現
地
事
務
所
が
設
置

さ
れ
、
本
格
的
に
次
の
十
二
種
類
の
緊
急
支
援
活
動

を
開
始
す
る
。

･
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　
輸
送

･
　
C
o
m
m
ｕ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
ｔ
ｏ
ｎ

　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

･
　
Ｐ
ｕ
ｂ
ｉ
ｌ
ｃ
　
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
　
＆
　
Ｅ
ｎ
ｇ
ｉ
ｎ
ｅ
ｅ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ

　
公
共
事
業
と
工
事

･
　
Ｆ
ｉ
ｒ
ｅ
ｆ

ｉ
ｇ
ｈ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ

　
消
防

･
　
ｌ
ｎ
f
ｏ
ｒ
m
a
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
＆
　
P
ｌ
ａ
ｎ
ｎ
ｍ
ｇ

　
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
計
画

・
M
a
s
s
C
a
r
e

　
大
衆
へ
の
対
応

・
　
R
ｅ
ｓ
ｏ
ｕ
ｒ
ｃ
ｅ
　
S
ｕ
ｐ
ｐ
ｏ
ｒ

　
物
資
援
助

・
　
Ｈ
ｅ
ａ
ｌ
ｔ
ｈ
　
＆
　
Ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ

　
保
健
及
び
医
療
サ
ー
ビ
ス

･
　
Ｕ
ｒ
ｂ
ａ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
　
＆
　
Ｒ
ｅ
ｓ
ｃ
ｕ
ｅ

　
都
市
捜
索
及
び
救
助

･
　
Ｈ
ａ
ｚ
ａ
ｒ
ｄ
　
ｏ
ｕ
ｓ
　
Ｍ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ
ｓ

　
危
険
物
質

･
Ｆ
ｏ
ｏ
ｄ

　
食
料

･
　
E
ｎ
ｅ
ｒ
ｇ
ｙ

　
エ
ネ
ル
ギ
ー

３

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
危
機
管
理
に
つ
い

て
の
考
察

　
ア
メ
リ
カ
は
個
人
主
義
が
徹
底
し
て
、
一
見
パ
ラ

パ
ラ
な
社
会
に
見
え
て
も
、
災
害
時
の
対
応
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
一
つ
の
目
的
に

向
か
っ
て
、
パ
ワ
ー
を
集
中
で
き
る
と
い
う
特
性
が

あ
る
こ
と
を
感
じ
た
。

　
ま
た
、
災
害
対
策
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
、
道
路
、
空

港
な
ど
の
標
識
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
重
要
な

こ
と
は
誰
に
で
も
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
て

お
く
配
慮
も
し
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
危
機
管
理
に
つ
い
て
、
学
ぶ

べ
き
点
は
多
い
が
、
特
筆
す
べ
き
事
項
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

・
災
害
は
い
つ
で
も
起
こ
る
も
の
だ
と
の
認
識
を
も
っ

て
い
る
こ
と

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組
織
化
が
で
き
て
い
る
こ
と

・
個
人
、
組
織
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し

て
い
る
こ
と

・
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
を
図
り
、
誰
に
で
も
分
か
り
や
す

く
、
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
こ
と

　
こ
れ
ら
の
こ
と
は
災
害
へ
の
対
処
の
姿
勢
の
基
礎

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
心
構
え
と
い
っ
て
よ

い
こ
と
で
あ
る
が
、
す
ぐ
に
で
も
本
市
の
防
災
対
策
、

特
に
区
に
お
け
る
防
災
計
画
に
と
り
い
れ
る
べ
き
点

と
し
て
特
に
次
の
二
点
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
。

①
－
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組
織
化
に
つ
い
て

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組
織
化
に
つ
い
て
、
本
市
で
も

す
で
に
取
り
組
み
を
始
め
て
お
り
、
地
域
医
療
救
護

拠
点
に
お
け
る
看
護
婦
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
非
常
通
信
協
力
会
、
災
害
時
に
協
力
を
い
た
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だ
け
る
井
戸
の
指
定
な
ど
が
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
情
報
収
集
は
発
災
後
の
初
期
対
応
を

行
う
た
め
に
最
も
重
要
で
あ
る
が
、
区
本
部
の
人
員

が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
正
確
な
情
報
を
早
期
に
把

握
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
恚
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
区
本
部
の
情
報
収
集
機
能
を
高
め
、
区
内

各
所
か
ら
く
ま
な
く
情
報
を
収
集
で
き
る
よ
う
、
ア

マ
チ
ュ
ア
無
線
の
愛
好
家
の
協
力
い
た
だ
け
る
人
数

を
さ
ら
に
広
め
、
Ｃ
Ｂ
無
線
、
携
帯
電
話
所
有
者
な

ど
に
も
対
象
を
広
げ
て
、
「
地
域
情
報
協
力
員
」
と

い
っ
た
か
た
ち
で
登
録
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
な
制

度
を
創
設
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

　
こ
の
と
き
、
情
報
の
錯
綜
を
防
ぎ
、
重
要
な
情
報

を
簡
潔
、
明
確
に
伝
達
で
き
る
よ
う
に
定
期
的
な
訓

練
と
教
育
が
必
要
に
な
る
。

②
｜
防
災
関
係
組
織
の
同
一
化
に
つ
い
て

　
こ
れ
は
、
ワ
ト
ソ
ン
ビ
ル
市
で
実
施
し
て
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
緊
急
の
事
態
に
関
係
機
関
の
連
携
を

密
に
す
る
た
め
に
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　
現
在
、
区
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
場
合
の

警
察
、
消
防
、
土
木
事
務
所
等
と
の
連
絡
は
庶
務
班

が
行
っ
て
い
る
が
、
大
地
震
の
よ
う
な
全
域
に
わ
た

る
災
害
の
と
き
に
は
、
情
報
量
は
膨
大
な
も
の
と
な

り
、
こ
れ
で
は
機
能
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
行
政
機
関
、

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
、
民
間
協
力
機
関
な
ど
の
防
災
関
係

自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
①
・
米
国
に
お
け
る
危
機
管
理
に
つ
い
て

機
関
の
組
織
と
役
割
と
を
、
組
織
の
大
小
に
か
か
わ

ら
ず
基
本
的
な
部
分
は
共
通
に
し
て
お
く
こ
と
が
有

効
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
物
資
、
輸
送
な
ど
に
つ
い
て
の
連
絡
を

す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
者
が
相
互
に
連

絡
を
取
り
合
え
ば
、
必
要
な
情
報
は
す
ぐ
に
わ
か
る

よ
う
に
な
る
。
何
を
ど
こ
に
要
請
し
た
り
、
問
い
合

わ
せ
れ
ば
よ
い
か
が
明
ら
か
に
な
り
、
関
係
機
関
の

連
携
が
円
滑
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
町
の
防
災
組
織
に
つ
い
て
も
適
用

し
、
こ
の
組
織
と
役
割
分
担
を
相
互
に
明
ら
か
に
し

て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
地
域
と
の
連
絡
も
ス
ム
ー
ズ

に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
Ａ
衛
生
局
課
長
（
横
浜
市
南
部
病
院
派
遣
）
▽
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